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き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
将
来
、
さ
ら
に
大
規
模
な
国
際
比

較
調
査
デ
ー
タ
を
用
い
て
検
証
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
は
、
い
ず
れ
も
本
学
位
請
求
論
文
に
お
け

る
問
題
点
と
言
う
よ
り
は
、
金
君
が
今
後
、
生
涯
を
か
け
て
行
う
研

究
に
お
け
る
課
題
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
論
文
の
価
値
を

い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
本
論
文
の
審
査
に
あ
た
っ
た

主
査
、
副
査
は
一
致
し
て
、
本
論
文
が
博
士
（
法
学
）（
慶
應
義
塾

大
学
）
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

平
成
二
八
年
五
月
二
〇
日

主
査　
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

小
林　

良
彰

　
　
　

法
学
研
究
科
委
員
・
法
学
博
士　
　
　
　
　
　

副
査　
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

大
山　

耕
輔

　
　
　

法
学
研
究
科
委
員・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　

副
査　
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

河
野　

武
司

　
　
　

法

学

研

究

科

委

員　
　
　
　
　
　

　

朴
敬
珉
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

１　

問
題
の
所
在
と
論
点

　

朴
敬
珉
君
に
よ
る
博
士
学
位
請
求
論
文
「
朝
鮮
縁
故
者
と
日
本
の

対
韓
国
外
交
の
源
流
―
『
植
民
地
財
産
の
数
字
』
に
収
斂
し
た
認
識

と
対
応
、
一
九
四
五
―
一
九
五
三
―
」
は
、
在
朝
鮮
財
産
問
題
を
め

ぐ
り
植
民
地
朝
鮮
の
在
留
日
本
人
で
あ
っ
た
「
朝
鮮
縁
故
者
」
が
果

た
し
た
役
割
と
認
識
を
通
し
て
み
た
日
韓
関
係
の
一
断
面
に
関
す
る

実
証
研
究
で
あ
り
、
一
九
四
五
年
八
月
の
日
本
の
敗
戦
に
伴
な
い
朝

鮮
が
日
本
の
植
民
地
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
か
ら
、
一
九
五
三
年

一
〇
月
に
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
第
三
次
会
談
が
、
い
わ
ゆ
る

「
久
保
田
発
言
」
に
よ
り
決
裂
す
る
ま
で
を
考
察
対
象
と
す
る
。
朴

君
は
、「
朝
鮮
縁
故
者
」
を
、「
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
職
歴
お
よ
び

学
歴
を
も
ち
知
識
情
報
を
蓄
積
し
た
有
力
者
で
あ
り
、
そ
の
知
識
情

報
を
日
本
政
府
と
共
有
す
る
ア
ク
タ
ー
」
と
定
義
す
る
。
ち
な
み
に
、

そ
の
用
語
は
、
朝
鮮
在
留
日
本
人
が
日
本
に
引
揚
げ
て
か
ら
合
流
し

た
「
朝
鮮
引
揚
同
胞
世
話
会
（
一
九
四
六
年
三
月
設
立
）」
の
会
報

が
使
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
朝
鮮
か
ら
の
引
揚
げ
者
の
自
己
規
定
で
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も
あ
っ
た
。

　

本
論
文
は
、
朝
鮮
縁
故
者
を
個
人
と
法
人
に
分
け
、
さ
ら
に
個
人

の
主
要
人
物
を
以
下
の
三
つ
に
分
類
す
る
。
第
一
は
、
朝
鮮
総
統
府

の
官
僚
出
身
者
で
あ
り
、
代
表
的
な
人
物
と
し
て
穂
積
真
六
郎
（
元

殖
産
局
長
）
を
取
り
上
げ
る
。「
引
揚
同
胞
の
父
」
と
も
称
さ
れ
た

穂
積
真
六
郎
は
、
敗
戦
直
後
の
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た

「
京
城
日
本
人
世
話
会
」
の
会
長
を
務
め
、
日
本
に
引
揚
げ
て
か
ら

は
朝
鮮
引
揚
同
胞
世
話
会
の
会
長
に
就
任
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
国

憲
法
下
の
初
の
参
議
院
議
員
選
挙
に
当
選
し
、
国
会
で
引
揚
げ
問
題

や
財
産
補
償
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。

　

第
二
は
、
京
城
日
報
の
言
論
出
身
者
で
あ
り
、
安
井
俊
雄
（
京
城

日
報
副
社
長
・
京
城
日
報
支
配
人
）
や
中
保
与
作
（
京
城
日
報
主

筆
）
が
代
表
的
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
朝
鮮
縁
故
者
の
団
体
が
発
行

す
る
会
報
を
通
し
て
植
民
地
認
識
を
表
出
し
た
。
そ
し
て
第
三
に
、

京
城
帝
国
大
学
の
学
識
経
験
者
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
京
城
帝
国
大

学
教
授
で
あ
っ
た
鈴
木
武
雄
の
役
割
が
検
討
さ
れ
る
。
鈴
木
は
、
敗

戦
直
後
に
は
京
城
日
本
人
世
話
会
の
調
査
部
長
に
就
任
し
、
日
本
に

引
揚
げ
て
か
ら
は
、
日
本
政
府
の
植
民
地
統
治
の
評
価
に
関
す
る
調

査
研
究
と
報
告
書
の
と
り
ま
と
め
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

　

他
方
、
朝
鮮
縁
故
者
の
法
人
と
し
て
は
、
植
民
地
朝
鮮
で
営
利
事

業
に
従
事
し
た
会
社
を
主
要
メ
ン
バ
ー
と
す
る
「
朝
鮮
事
業
者
会

（
一
九
四
五
年
一
一
月
設
立
）」
が
考
察
さ
れ
る
。
朝
鮮
事
業
者
会
は
、

没
収
さ
れ
た
法
人
財
産
の
補
償
要
求
を
主
導
し
、
旧
外
地
の
事
業
者

の
中
央
団
体
で
あ
る
「
海
外
事
業
戦
後
対
策
中
央
協
議
会
（
一
九
四

五
年
一
一
月
設
立
）」
の
な
か
で
も
存
在
感
が
あ
っ
た
。
朝
鮮
事
業

者
会
は
、
特
に
在
朝
鮮
日
本
財
産
を
数
値
化
す
る
作
業
に
あ
た
り
、

外
務
・
大
蔵
両
省
の
共
管
機
関
で
あ
る
「
在
外
財
産
調
査
会
（
一
九

四
六
年
九
月
設
置
）」
に
重
要
な
働
き
か
け
を
行
っ
た
。

　

本
論
文
は
、
ま
ず
第
一
章
で
解
放
後
の
朝
鮮
に
引
き
続
き
定
住
し

財
産
の
保
護
を
図
ろ
う
と
し
た
朝
鮮
縁
故
者
の
活
動
と
、
そ
の
背
後

に
あ
る
植
民
地
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
こ
に
一
九
五
三
年
の

日
韓
第
三
次
会
談
が
決
裂
す
る
ま
で
の
流
れ
の
原
点
が
形
成
さ
れ
た

と
い
う
視
角
に
立
つ
。
そ
し
て
、
豊
富
な
第
一
次
史
資
料
を
読
み
込

む
こ
と
で
、
朝
鮮
縁
故
者
の
役
割
お
よ
び
認
識
と
日
韓
国
交
正
常
化

交
渉
に
臨
む
日
本
政
府
の
対
応
が
、
相
互
の
関
連
性
を
持
ち
な
が
ら

調
和
し
て
い
く
過
程
を
実
証
的
に
考
察
す
る
。

　

財
産
の
保
護
が
当
然
視
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
縁
故
者
の
当
初
の
見
込

み
は
、
朝
鮮
米
軍
政
庁
の
方
針
に
よ
り
挫
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
米
軍
政
庁
に
よ
り
没
収
さ
れ
た
三
八
度
線
以
南
の
朝
鮮
に

あ
っ
た
日
本
（
個
人
お
よ
び
法
人
）
の
財
産
は
、
大
韓
民
国
政
府
が

樹
立
さ
れ
た
翌
月
の
一
九
四
八
年
九
月
に
韓
国
政
府
に
引
き
渡
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
、
引
揚
げ
後
の
朝
鮮
縁
故
者
の
運
動
の
焦
点
は
、
没
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収
さ
れ
た
在
外
財
産
の
補
償
問
題
に
当
て
ら
れ
る
。
そ
の
際
朝
鮮
縁

故
者
は
、
ア
メ
リ
カ
を
含
め
た
諸
外
国
は
も
ち
ろ
ん
、
敗
戦
後
の
日

本
の
リ
ベ
ラ
ル
な
論
調
に
植
民
地
支
配
を
否
定
的
に
み
る
見
方
が
強

か
っ
た
こ
と
に
不
満
を
強
め
た
。
そ
う
し
た
な
か
朝
鮮
縁
故
者
は
、

没
収
さ
れ
た
在
外
財
産
の
補
償
要
求
の
正
当
性
を
担
保
す
る
た
め
に

も
、
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
が
「
間
違
っ
た
」
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
主
張
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
そ
の
朝
鮮
縁
故
者
の
主
張
が
、
方
便
で
は
な
く
実
直

な
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
、
そ
の
認
識
が
日

韓
国
交
正
常
化
交
渉
に
臨
む
日
本
政
府
に
も
共
有
さ
れ
て
い
く
こ
と

を
重
視
し
、
か
つ
そ
の
過
程
を
詳
し
く
跡
付
け
る
。
そ
の
こ
と
の
分

析
上
の
意
味
は
二
つ
あ
る
。

　

ひ
と
つ
は
、（
朝
鮮
の
植
民
地
化
は
当
時
世
界
の
大
勢
の
認
識
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
合
法
的
で
あ
り
、
植
民
地
統
治
は
お
お
む
ね

平
和
的
で
朝
鮮
の
発
展
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
）

朝
鮮
縁
故
者
の
間
に
支
配
的
で
あ
っ
た
植
民
地
認
識
が
、
戦
後
初
期

の
日
韓
関
係
の
あ
り
方
を
根
底
で
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
、
一
九
五

三
年
の
日
韓
第
三
次
会
談
決
裂
ま
で
の
過
程
を
検
証
す
る
こ
と
で
実

証
的
に
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
は
十
分
に
推
量
可
能

な
論
点
で
あ
る
が
、
第
一
次
史
資
料
で
実
証
し
、
そ
れ
が
日
韓
交
渉

に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
た
か
が
分
析
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
初
期
の
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
に
臨
ん
だ
日
本
政
府
の

認
識
と
交
渉
上
の
立
場
が
確
立
す
る
過
程
で
、
朝
鮮
縁
故
者
が
果
た

し
た
役
割
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
朴
君
は
、
朝
鮮
縁
故
者
が
は
じ
き

だ
し
た
在
外
財
産
の
総
額
を
示
す
「
数
字
」
の
重
要
性
を
と
り
わ
け

強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
が
日
本
政
府
に
利
用
さ
れ
、
日
韓
交
渉
に
際

し
て
日
韓
双
方
の
財
産
請
求
を
「
相
殺
」
し
よ
う
と
す
る
方
針
の
根

拠
に
使
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
朝
鮮
縁
故
者
が

思
う
「
数
字
」
が
持
つ
意
味
と
重
み
、
お
よ
び
そ
れ
を
日
韓
交
渉
に

利
用
し
た
日
本
政
府
の
思
惑
の
背
景
に
、
第
一
の
論
点
で
あ
る
植
民

地
認
識
が
強
く
作
用
し
て
い
た
。

　

以
下
、
各
章
の
要
約
を
紹
介
し
な
が
ら
さ
ら
に
詳
し
く
み
て
み
よ

う
。

２　

各
章
の
要
約

　

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
章

　

第
一
節　

問
題
の
所
在
と
先
行
研
究
の
検
討

　

第
二
節　

分
析
視
角
―
朝
鮮
縁
故
者
（
個
人
／
法
人
）
と
「
植
民
地

財
産
の
数
字
」

　

第
三
節　

論
文
の
構
成
と
史
資
料
の
提
示



144

法学研究 89 巻 8 号（2016：8）

第
一
章　

敗
戦
直
後
に
お
け
る
朝
鮮
縁
故
者
の
定
着
志
向
と
引
揚
―
京

城
日
本
人
世
話
会

　

第
一
節　

日
本
政
府
・
京
城
日
本
人
世
話
会
の
定
着
促
進
と
財
産
保

護
―
前
半
期

　

第
二
節　

米
軍
政
の
中
の
京
城
日
本
人
世
話
会
、
そ
し
て
総
引
揚

―
後
半
期

第
二
章　

引
揚
後
の
朝
鮮
縁
故
者
（
個
人
）
―
朝
鮮
引
揚
同
胞
世
話
会
、

鈴
木
武
雄
（
元
京
城
帝
国
大
学
）

　

第
一
節　

朝
鮮
引
揚
同
胞
世
話
会
の
植
民
地
認
識
と
個
人
財
産
の
調

査

　
　
（
一
）　

朝
鮮
引
揚
同
胞
世
話
会
の
在
外
財
産
問
題
と
植
民
地
認
識

の
連
動

　
　
（
二
）　
「
朝
鮮
引
揚
同
胞
物
故
者
追
悼
会
」
か
ら
個
人
財
産
の
数

値
化
ま
で

　

第
二
節　

外
務
省
の
経
済
再
建
構
想
と
鈴
木
武
雄
（
元
京
城
帝
国
大

学
）
の
交
差
―
日
本
経
済
の
特
殊
性
か
ら
植
民
地
統
治
の

特
殊
性
へ

　
　
（
一
）　

外
務
省
調
査
局
特
別
調
査
委
員
会
と
日
本
経
済
の
特
殊
性

―
賠
償
問
題
と
外
地
喪
失

　
　
（
二
）　

外
務
省
調
査
局
第
三
課
経
済
班
と
植
民
地
統
治
の
特
殊
性

―
鈴
木
武
雄
（
元
京
城
帝
国
大
学
）

第
三
章　

引
揚
後
の
朝
鮮
縁
故
者
（
法
人
）
―
朝
鮮
事
業
者
会

　

第
一
節　

朝
鮮
事
業
者
会
の
在
外
財
産
の
補
償
要
求
と
植
民
地
認
識

の
連
動

　
　
（
一
）　

海
外
事
業
の
実
情
調
査
の
実
施
と
補
償
委
員
会
の
設
置

　
　
（
二
）　

補
償
委
員
会
の
推
移
と
法
人
財
産
の
数
値
化

　
　
（
三
）　

建
白
書
と
陳
情
書
の
間
に
お
け
る
「
官
民
合
同
補
償
委
員

会
」

　

第
二
節　

在
外
財
産
調
査
会
と
『
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴

史
的
調
査
』

　
　
（
一
）　

外
務
・
大
蔵
両
省
の
共
管
機
関
、
在
外
財
産
調
査
会
の
設

置

　
　
（
二
）　

在
外
財
産
調
査
会
の
活
動
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
民
間
財

産
管
理
局
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
）

　
　
（
三
）　
『
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
』
―
植
民

地
認
識
の
集
約

第
四
章　

日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
に
お
け
る
財
産
請
求
権
問
題
と
植
民

地
認
識
（
そ
の
一
）
―
予
備
会
談
・
第
一
次
会
談

　

第
一
節　

日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
以
前
に
お
け
る
両
国
の
相
互
認
識

と
財
産
請
求
権
問
題

　
　
（
一
）　

韓
国
の
対
日
認
識
と
『
対
日
賠
償
要
求
調
書
』
―
対
日
賠

償
要
求
論
の
理
論
化

　
　
（
二
）　

日
本
の
対
韓
認
識
と
在
外
財
産
調
査
会
の
「
数
字
」
―
対

韓
請
求
権
の
補
強

　

第
二
節　

予
備
会
談
・
第
一
次
会
談
に
お
け
る
日
韓
請
求
権
問
題
―

植
民
地
認
識
の
衝
突
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（
一
）　

予
備
会
談
期
に
財
産
請
求
権
問
題
を
め
ぐ
る
日
本
政
府
の

政
策
検
討

　
　
（
二
）　

第
一
次
会
談
の
請
求
権
委
員
会
（
そ
の
一
）
―
韓
国
の
対

日
請
求
権
の
展
開

　
　
（
三
）　

第
一
次
会
談
の
請
求
権
委
員
会
（
そ
の
二
）
―
日
本
の
対

韓
請
求
権
の
展
開

第
五
章　

日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
に
お
け
る
財
産
請
求
権
問
題
と
植
民

地
認
識
（
そ
の
二
）
―
第
二
次
会
談
・
第
三
次
会
談

　

第
一
節　

外
務
省
と
大
蔵
省
に
よ
る
財
産
請
求
権
問
題
の
再
検
討

―
第
一
次
会
談
中
断
期

　
　
（
一
）　

外
務
省
に
お
け
る
日
韓
請
求
権
の
「
相
互
放
棄
」
案
の
浮

上

　
　
（
二
）　
「
相
互
放
棄
」
案
を
め
ぐ
る
外
務
・
大
蔵
両
省
の
対
立

―
国
内
補
償
問
題

　

第
二
節　

第
二
次
会
談
・
三
次
会
談
と
「
久
保
田
発
言
」
―
植
民
地

認
識
の
帰
結

　
　
（
一
）　

外
務
省
の
財
産
請
求
権
問
題
の
再
検
討
―
「
相
互
放
棄
」

案
の
再
浮
上

　
　
（
二
）　

方
針
な
き
第
二
次
会
談
の
開
始
と
挫
折

　
　
（
三
）　

方
針
な
き
第
三
次
会
談
の
開
催
、
そ
し
て
「
久
保
田
発

言
」

終
章

　

序
章
で
は
、
以
上
の
問
題
設
定
、
先
行
研
究
の
検
討
、
分
析
視
角

の
設
定
、
お
よ
び
史
資
料
に
つ
い
て
の
説
明
が
行
わ
れ
る
。

　

第
一
章
「
敗
戦
直
後
に
お
け
る
朝
鮮
縁
故
者
の
定
着
志
向
と
引
揚

―
京
城
日
本
人
世
話
会
」
は
、
終
戦
直
後
に
京
城
日
本
人
世
話
会
が

設
立
さ
れ
る
過
程
を
考
察
し
、
そ
の
活
動
と
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
朝

鮮
縁
故
者
の
植
民
地
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
九
四
五
年
八
月
に

日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
す
る
と
、
朝
鮮
総
督
府
は
朝
鮮
在
住

日
本
人
の
現
地
定
着
と
、
個
人
お
よ
び
法
人
の
財
産
保
護
を
図
る
方

針
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
方
針
に
基
づ
き
、
当
時
朝
鮮
に
在
住
し

て
い
た
日
本
人
、
す
な
わ
ち
本
論
文
が
朝
鮮
縁
故
者
と
呼
ぶ
人
々
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
の
が
京
城
日
本
人
世
話
会
で
あ
っ
た
。
当
初
京
城

日
本
人
世
話
会
は
、
朝
鮮
米
軍
政
庁
と
も
緊
密
に
連
絡
を
と
り
な
が

ら
、
引
揚
げ
希
望
者
へ
の
対
応
を
含
め
て
、
在
留
希
望
者
の
現
地
定

着
と
財
産
保
護
に
奔
走
し
た
。

　

し
か
し
、
一
九
四
五
年
一
二
月
に
な
る
と
、
日
本
人
の
財
産
の
接

収
と
在
留
日
本
人
の
引
揚
げ
を
求
め
る
ア
メ
リ
カ
の
方
針
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
朝
鮮
縁
故
者
の
初
期
構
想
は
挫
折
し
、
引
揚
げ

後
、
在
外
財
産
の
問
題
は
そ
の
補
償
問
題
と
し
て
「
国
内
化
」
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

第
二
章
と
第
三
章
で
は
、
朝
鮮
で
財
産
を
没
収
さ
れ
日
本
に
引
き

揚
げ
た
後
に
、
朝
鮮
縁
故
者
が
日
本
政
府
に
対
し
て
在
外
財
産
の
補
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償
要
求
を
展
開
す
る
過
程
と
、
そ
れ
と
連
動
し
た
植
民
地
認
識
が
考

察
さ
れ
る
。
日
本
に
引
揚
げ
た
朝
鮮
縁
故
者
は
、
引
揚
援
護
を
担
当

す
る
「
朝
鮮
関
係
残
務
整
理
事
務
所
（
旧
総
督
府
東
京
事
務
所
）」

に
働
き
か
け
、
一
九
四
六
年
三
月
に
そ
の
外
郭
団
体
と
し
て
「
朝
鮮

引
揚
同
胞
世
話
会
」
を
設
立
す
る
。
第
二
章
「
引
揚
後
の
朝
鮮
縁
故

者
（
個
人
）
―
朝
鮮
引
揚
同
胞
世
話
会
、
鈴
木
武
雄
（
元
京
城
帝
国

大
学
）」
は
、
在
外
財
産
の
補
償
を
政
府
に
働
き
か
け
る
朝
鮮
縁
故

者
に
よ
る
活
動
を
明
ら
か
に
し
、
朝
鮮
引
揚
同
胞
世
話
会
の
中
心
人

物
で
あ
っ
た
鈴
木
武
雄
（
京
城
帝
国
大
学
）
の
活
動
と
認
識
を
中
心

に
考
察
し
、
朝
鮮
縁
故
者
の
植
民
地
認
識
が
日
本
政
府
に
も
共
有
さ

れ
る
過
程
を
描
い
て
い
る
。

　

そ
の
活
動
で
朝
鮮
縁
故
者
が
直
面
し
た
の
は
、
国
内
外
に
お
け
る

「
帝
国
主
義
的
侵
略
の
走
狗
」
や
「
資
本
主
義
的
搾
取
の
傀
儡
」
と

い
っ
た
植
民
地
統
治
の
批
判
で
あ
る
。
そ
こ
で
朝
鮮
縁
故
者
は
、
在

外
財
産
の
補
償
要
求
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
も
、
自
ら
の
植

民
地
認
識
の
「
正
し
さ
」
を
唱
え
、
植
民
地
批
判
の
「
誤
解
」
を
解

く
こ
と
に
注
力
す
る
。
本
章
は
、
朝
鮮
縁
故
者
が
、「
誤
っ
た
」
植

民
地
認
識
が
在
外
財
産
の
正
当
な
補
償
要
求
の
障
害
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
怒
り
に
も
近
い
思
い
を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
を
、
史
料
か
ら

見
事
に
再
現
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
第
二
章
は
、
外
務
省
調
査
局
の
特
別
調
査
委
員
会
で
の
検

討
内
容
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
戦
後
日
本
経
済
の
再
建
構
想

に
あ
た
り
、
日
本
政
府
が
在
外
財
産
問
題
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け

た
の
か
を
検
討
す
る
。
特
別
調
査
委
員
会
は
、
在
外
資
産
や
植
民
地

の
喪
失
を
日
本
経
済
再
建
に
あ
た
っ
て
の
「
特
殊
」
な
要
因
と
し
て

意
義
付
け
、
そ
れ
を
連
合
国
に
対
し
て
賠
償
軽
減
を
求
め
る
根
拠
の

ひ
と
つ
と
す
る
論
法
を
と
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

本
章
は
、
朝
鮮
縁
故
者
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
鈴
木
武
雄
（
京
城
帝

国
大
学
）
に
よ
る
、
外
務
省
調
査
局
と
連
携
し
た
活
動
と
主
張
を
詳

細
に
検
討
す
る
。
鈴
木
は
、
戦
後
日
本
の
賠
償
問
題
と
経
済
再
建
を

構
想
す
る
に
あ
た
り
在
外
資
産
問
題
の
「
特
殊
性
」
に
配
慮
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
外
務
省
の
論
点
に
同
調
し
つ
つ
、
西
欧
諸
国
の
帝
国

主
義
に
共
通
す
る
「
一
般
性
」
か
ら
朝
鮮
植
民
地
統
治
を
懐
疑
的
に

評
価
す
る
見
方
に
対
し
て
、
そ
の
「
特
殊
性
」
の
主
張
の
な
か
に
朝

鮮
縁
故
者
の
植
民
地
認
識
を
盛
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
鈴
木
の

思
い
は
、「
日
鮮
両
民
族
の
歴
史
は
、
日
鮮
両
民
族
が
決
し
て
無
縁

な
い
つ
ま
で
も
背
中
合
せ
の
ま
ゝ
で
居
ら
れ
る
様
な
間
柄
で
な
い
事

を
教
へ
て
ゐ
る
」
と
の
認
識
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
章
「
引
揚
後
の
朝
鮮
縁
故
者
（
法
人
）
―
朝
鮮
事
業
者
会
」

で
は
、
法
人
の
立
場
か
ら
活
動
し
た
「
朝
鮮
事
業
者
会
」
に
焦
点
を

当
て
、
同
事
業
社
会
に
よ
る
在
外
財
産
の
補
償
要
求
と
そ
れ
に
連
動

す
る
植
民
地
認
識
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
。
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朝
鮮
事
業
者
会
は
、
一
九
四
五
年
一
一
月
に
設
立
さ
れ
た
旧
外
地

の
事
業
者
か
ら
成
る
中
央
団
体
で
あ
る
「
海
外
事
業
戦
後
対
策
中
央

協
議
会
」
の
朝
鮮
地
域
を
代
表
す
る
下
部
組
織
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
事

業
者
会
が
在
外
財
産
の
補
償
措
置
を
日
本
政
府
に
働
き
か
け
る
過
程

で
も
、
そ
の
植
民
地
認
識
が
日
本
政
府
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

朝
鮮
事
業
者
会
は
、
在
外
財
産
が
補
償
さ
れ
な
い
原
因
を
、
前
章
で

考
察
し
た
朝
鮮
引
揚
同
胞
世
話
会
と
同
様
に
、
連
合
国
を
は
じ
め
国

内
外
に
広
ま
っ
て
い
た
植
民
地
認
識
の
「
誤
解
」
に
あ
る
と
の
前
提

に
立
っ
て
い
た
。
そ
の
「
誤
解
」
と
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
経
済

発
展
と
現
地
貢
献
の
事
実
が
捨
象
さ
れ
る
と
同
時
に
、
一
時
期
の
軍

国
主
義
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
朝
鮮
事
業
者
の
活
動
に
略
奪
、
搾

取
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
朝
鮮

事
業
者
も
軍
国
主
義
の
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
論
法
に
立
っ
て
、

「
誤
解
」
を
解
く
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。

　

こ
れ
と
同
時
並
行
的
に
朝
鮮
事
業
者
会
が
進
め
た
の
が
、
海
外
事

業
戦
後
対
策
中
央
協
議
会
に
お
け
る
補
償
委
員
会
の
設
置
で
あ
っ
た
。

同
委
員
会
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
朝
鮮
事
業
者
会
は
、
在
外
法
人
財

産
の
総
額
一
五
〇
〇
億
円
と
い
う
数
値
化
さ
れ
た
暫
定
的
デ
ー
タ
を

作
成
し
、
建
白
書
と
陳
情
書
を
添
え
て
、
政
府
を
は
じ
め
政
界
、
言

論
界
に
も
訴
え
た
。
そ
の
試
み
は
、
対
日
講
和
に
備
え
賠
償
問
題
を

検
討
し
て
い
た
日
本
政
府
に
注
目
さ
れ
た
。
政
府
は
、
朝
鮮
事
業
者

会
に
よ
る
数
値
化
デ
ー
タ
に
表
れ
た
知
識
情
報
を
活
用
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
朴
君
は
、
朝
鮮
事
業
社
会
は
補
償
、
日
本
政
府
は
賠

償
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
関
心
事
に
ず
れ
が
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
が
同
調
し
た
理
由
と
し
て
、
両
者
の
間
に

植
民
地
認
識
の
類
似
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
す
る
。

　

こ
う
し
た
朝
鮮
事
業
者
会
の
活
動
と
認
識
は
、
一
九
四
六
年
九
月

に
外
務
・
大
蔵
両
省
の
共
同
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
「
在
外
財
産

調
査
会
」
に
も
基
本
的
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
在
外
財
産
調

査
会
の
下
に
は
、
朝
鮮
事
業
者
会
に
集
っ
た
朝
鮮
縁
故
者
も
参
加
す

る
朝
鮮
部
会
が
組
織
さ
れ
た
。
在
外
財
産
調
査
会
は
、
連
合
国
軍
最

高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
民
間
財
産
管
理
局
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
）

の
事
実
上
の
「
下
請
の
様
な
恰
好
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
た
が
、
Ｃ

Ｐ
Ｃ
に
提
出
さ
れ
た
在
外
財
産
調
査
会
の
報
告
書
に
は
、
朝
鮮
事
業

者
会
に
よ
る
数
値
化
を
反
映
し
た
、
在
韓
法
人
財
産
の
総
額
（
五
一

五
億
円
）
が
明
記
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
在
外
財
産
調
査
会
は
、
一
九
四
八
年
に
同
会
の
調
査
の

集
大
成
と
い
え
る
『
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
』

を
と
り
ま
と
め
た
。
朴
君
は
、
そ
こ
に
、
植
民
地
時
代
の
日
本
の
活

動
の
特
性
と
し
て
当
初
か
ら
朝
鮮
事
業
者
会
が
主
張
し
て
い
た
、
正

常
な
経
済
活
動
、
経
済
開
発
、
福
利
厚
生
の
増
進
、
文
化
向
上
、
軍

国
主
義
の
犠
牲
者
等
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
た
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こ
と
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
朴
君
は
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
在
朝
鮮
日

本
財
産
の
「
数
字
」
に
は
、
植
民
地
統
治
実
績
の
総
決
算
と
し
て
の

意
味
合
い
と
重
み
が
あ
っ
た
と
論
じ
、
そ
の
「
数
字
」
と
そ
の
意
味

が
日
本
政
府
に
お
い
て
も
植
民
地
朝
鮮
の
統
治
実
績
に
関
す
る
「
確

固
た
る
信
念
」
と
し
て
確
立
し
た
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が

後
の
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
に
臨
む
日
本
政
府
に
よ
る
対
韓
請
求
権

の
主
張
を
支
え
る
論
理
と
な
っ
て
い
っ
た
と
、
論
を
展
開
す
る
の
で

あ
る
。

　

続
く
第
四
章
と
第
五
章
は
、
一
九
五
一
年
一
〇
月
に
開
か
れ
た
予

備
会
談
以
降
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
の
い
わ
ゆ
る
「
久
保
田
発
言
」

で
第
三
次
会
談
が
頓
挫
す
る
ま
で
の
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
を
、
日

本
に
よ
る
対
韓
財
産
請
求
と
植
民
地
認
識
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
か

つ
韓
国
政
府
の
対
応
と
論
理
と
も
比
較
し
て
分
析
す
る
。

　

第
四
章
「
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
に
お
け
る
財
産
請
求
権
問
題
と

植
民
地
認
識
（
そ
の
一
）
―
予
備
会
談
・
第
一
次
会
談
」
は
、
双
方

の
政
府
文
書
の
綿
密
な
検
討
か
ら
日
韓
そ
れ
ぞ
れ
の
請
求
権
に
関
す

る
立
場
と
主
張
の
根
拠
を
検
討
し
た
上
で
、
第
一
次
日
韓
会
談
に
お

い
て
一
九
五
二
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
七
次
に
わ
た
り
開
催
さ

れ
た
「
財
産
請
求
権
問
題
委
員
会
」
で
の
日
韓
双
方
の
主
張
の
や
り

と
り
を
、
実
証
的
に
再
現
す
る
。
結
局
両
者
の
主
張
は
平
行
線
を
た

ど
り
、
第
一
次
会
談
は
四
月
四
日
の
第
五
回
本
会
談
を
も
っ
て
、
成

果
な
く
頓
挫
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

日
本
の
主
張
に
関
し
て
は
、
財
産
請
求
権
問
題
を
め
ぐ
る
日
本
政

府
の
政
策
決
定
過
程
で
、
第
三
章
で
考
察
し
た
在
外
財
産
調
査
会
に

よ
る
『
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
』
朝
鮮
篇
に
採

用
さ
れ
た
在
韓
日
本
財
産
の
「
数
字
」
が
、
国
交
正
常
化
交
渉
に
お

け
る
対
韓
請
求
権
の
主
張
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
析
さ
れ
る
。

日
本
側
は
、
そ
の
「
数
字
」
が
韓
国
の
対
日
請
求
の
額
を
上
回
っ
て

い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
韓
国
の
対
日
請
求
権
の
要
求
を
「
相
殺
」
で

き
る
と
考
え
た
。
そ
の
結
果
、
日
韓
会
談
に
お
い
て
日
韓
両
国
が
そ

れ
ぞ
れ
請
求
権
の
主
張
を
展
開
し
、
そ
の
背
後
に
あ
る
日
韓
そ
れ
ぞ

れ
の
植
民
地
認
識
が
衝
突
す
る
こ
と
で
、
第
一
次
会
談
は
決
裂
す
る

の
で
あ
る
。

　

第
五
章
「
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
に
お
け
る
財
産
請
求
権
問
題
と

植
民
地
認
識
（
そ
の
二
）
―
第
二
次
会
談
・
第
三
次
会
談
」
は
、
第

一
次
会
談
決
裂
に
よ
る
日
韓
交
渉
中
断
期
に
、
日
本
の
外
務
省
が
財

産
請
求
権
問
題
を
見
直
し
始
め
、
日
韓
の
「
相
互
放
棄
」
と
い
う
代

案
を
検
討
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
放
棄
に
伴
い
生
じ
る
没
収
財

産
の
補
償
義
務
を
避
け
た
い
政
府
当
局
、
と
り
わ
け
大
蔵
省
の
反
対

が
見
直
し
の
動
き
を
拘
束
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、

当
時
「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
に
触
発
さ
れ
た
漁
業
問
題
が
再
燃
す
る
や
、

外
務
省
の
財
産
請
求
権
問
題
の
再
検
討
は
一
層
後
退
し
た
。
そ
の
結
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果
、
日
本
政
府
は
何
の
新
た
な
方
針
を
持
つ
こ
と
な
く
、
一
九
五
三

年
四
月
に
再
開
さ
れ
た
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
第
二
会
談
に
臨
む

こ
と
に
な
っ
た
が
、
韓
国
側
の
主
張
に
も
変
化
は
な
く
、
第
二
次
会

談
は
七
月
に
「
決
裂
で
も
中
絶
で
も
」
な
く
休
会
と
な
っ
た
。

　

結
局
、
新
た
な
方
針
が
定
ま
ら
な
い
ま
ま
日
韓
第
三
次
会
談
が
一

〇
月
に
再
開
さ
れ
る
が
、
本
章
で
は
日
韓
両
国
が
財
産
請
求
権
問
題

を
め
ぐ
り
再
び
激
し
く
い
が
み
合
っ
た
様
子
が
、
生
々
し
く
再
現
さ

れ
る
。
そ
こ
で
は
予
期
せ
ぬ
感
情
の
ぶ
つ
か
り
合
い
が
展
開
さ
れ
、

そ
れ
ま
で
韓
国
側
が
控
え
て
い
た
対
日
賠
償
の
議
論
ま
で
飛
び
出
し

た
。
そ
こ
で
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
の
ご
と
く
飛
び
出
し
た
の
が
、

「
韓
国
側
が
国
会
の
決
議
云
々
を
持
出
さ
れ
て
賠
償
を
要
求
さ
れ
な

か
つ
た
こ
と
は
賢
明
で
あ
つ
た
。
か
り
に
そ
の
よ
う
な
提
案
を
さ
れ

た
と
し
た
ら
、
日
本
側
と
し
て
は
、
韓
国
に
お
い
て
ハ
ゲ
山
を
緑
に

し
た
こ
と
、
鉄
道
を
敷
い
た
こ
と
、
港
湾
を
建
設
し
た
こ
と
、
米
田

を
造
成
し
た
こ
と
、
大
蔵
省
の
金
を
多
い
年
は
二
千
万
円
、
少
い
年

で
も
一
千
万
円
も
持
出
し
て
韓
国
経
済
を
培
養
し
た
こ
と
を
反
対
提

案
と
し
て
提
出
し
、
韓
国
側
の
要
求
と
相
殺
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
、
外
務
省
参
与
で
あ
っ
た
久
保
田
貫
一
郎
代
表
に
よ
る
「
久

保
田
発
言
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
責
め
立
て
る
韓
国
側
の
発
言
に
対
し
て
、
久
保
田
は
、
朝

鮮
縁
故
者
の
ケ
ー
ス
を
例
に
国
民
感
情
の
問
題
を
語
っ
た
。
こ
う
し

て
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
は
、
岸
信
介
内
閣
が
「
久
保
田
発
言
」
を

撤
回
し
対
韓
請
求
権
を
取
り
下
げ
る
こ
と
で
、
一
九
五
七
年
四
月
に

第
四
次
会
談
が
開
催
さ
れ
る
ま
で
中
断
す
る
の
で
あ
る
。
朴
君
は
、

「
久
保
田
発
言
」
に
は
、
朝
鮮
縁
故
者
の
植
民
地
認
識
が
「
国
民
感

情
」
化
さ
れ
た
側
面
が
あ
る
と
論
じ
、
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
日
本
政

府
が
朝
鮮
縁
故
者
の
財
産
と
植
民
地
認
識
を
肩
代
わ
り
し
抗
弁
し
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
、
一
連
の
考
察
を
締
め
く
く
る
。

　

終
章
で
は
、
以
上
の
主
要
な
論
点
が
整
理
さ
れ
て
本
論
文
が
締
め

く
く
ら
れ
る
。

３　

本
論
文
の
評
価

　

日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
は
、
一
九
五
一

年
の
予
備
会
談
前
後
か
ら
考
察
を
始
め
る
も
の
が
多
い
と
こ
ろ
を
、

本
論
文
は
一
九
四
五
年
八
月
の
朝
鮮
解
放
を
分
析
の
起
点
と
し
た
。

そ
の
こ
と
で
本
論
文
は
、
従
来
の
研
究
の
空
白
期
間
を
埋
め
る
だ
け

で
は
な
く
、
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
が
予
備
会
談
以
降
第
三
次
会
談

で
一
端
決
定
的
に
決
裂
す
る
理
由
と
背
景
の
源
流
を
解
明
し
、
そ
の

空
白
期
間
を
そ
の
後
の
時
期
へ
の
連
続
性
の
な
か
に
有
機
的
に
位
置

付
け
、
意
義
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
政
府
レ
ベ
ル
の
外
交

交
渉
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
視
点
か
ら
は
み
え
て
こ
な
い
朝
鮮
縁
故
者
の

役
割
と
認
識
に
注
目
し
た
、
朴
君
の
着
眼
点
の
斬
新
さ
に
由
来
す
る
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も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
本
研
究
を
極
め
て
独
創
的
で
先
駆
的
な

も
の
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
朝
鮮
解
放
当
時
は
日
本
の
政
治
社
会
の
エ
リ
ー
ト
の
間

で
は
む
し
ろ
常
識
的
で
あ
っ
た
植
民
地
認
識
を
、
そ
の
認
識
を
最
も

明
瞭
か
つ
強
固
に
保
持
し
て
い
た
朝
鮮
縁
故
者
の
言
動
を
豊
富
な
第

一
次
史
資
料
を
丹
念
に
収
集
分
析
す
る
こ
と
で
実
証
的
に
考
察
し
た

こ
と
も
、
本
論
文
の
重
要
な
貢
献
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
朴
君
は
、

学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
友
邦
文
庫
」

や
東
京
経
済
大
学
所
蔵
の
「
桜
井
義
之
文
庫
」
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
や
原
資
料
、
そ
し
て
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
に
関
す
る
日
本
外
交

文
書
、
韓
国
外
交
文
書
、
ア
メ
リ
カ
外
交
文
書
を
活
用
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
第
一
次
史
資
料
の
検
討
に
よ
り
、
朝
鮮
縁
故
者
と

日
本
政
府
の
連
結
点
と
な
っ
た
、
京
城
日
本
人
世
話
会
、
朝
鮮
引
揚

同
胞
世
話
会
、
海
外
事
業
戦
後
対
策
中
央
協
議
会
の
下
部
組
織
の
朝

鮮
事
業
者
会
、
在
外
財
産
調
査
会
の
朝
鮮
部
会
等
の
実
態
と
役
割
を

解
明
し
た
こ
と
も
、
本
論
文
な
ら
で
は
の
斬
新
な
成
果
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
な
に
よ
り
、
以
上
の
実
証
的
な
研
究
に
よ
り
、
朝
鮮
縁
故

者
と
日
本
政
府
と
関
係
が
、
初
期
の
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
過
程

と
そ
の
結
末
に
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し

た
こ
と
は
、
日
韓
関
係
研
究
へ
の
貴
重
な
貢
献
で
あ
る
と
評
価
で
き

よ
う
。
そ
こ
で
共
有
さ
れ
た
日
本
側
の
植
民
地
認
識
が
日
韓
交
渉
の

障
害
に
な
る
こ
と
は
、
本
論
文
が
付
随
的
に
し
か
し
詳
細
に
解
き
明

か
し
た
韓
国
側
の
日
韓
交
渉
に
臨
む
準
備
状
況
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
は
日
本
側
に
も
論
理
的
に
は
理
解
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
韓
の
認
識
が
正
面
か
ら
諸
突
す
る
と
交
渉
は
文

字
通
り
手
が
付
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
を
、「
久
保
田
発
言
」

と
交
渉
断
絶
が
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

本
論
文
の
考
察
は
そ
こ
ま
で
で
あ
る
。
す
る
と
、
朴
君
に
と
っ
て

の
次
の
課
題
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
朴
君
は
、
結
論
の
章
に
お
い
て
、

岸
信
介
内
閣
が
、「
久
保
田
発
言
」
を
撤
回
し
、
対
韓
請
求
権
を
取

り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
五
七
年
四
月
に
第
四
次
日
韓
会
談

が
始
ま
っ
た
事
実
に
触
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
私
は
西
日
本
の
山

口
県
の
出
で
す
。
ご
承
知
の
と
お
り
、
山
口
県
は
昔
か
ら
朝
鮮
半
島

と
往
来
が
多
か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
ね
。
…
…
そ
れ
だ
け
に
、
当
地
人

の
血
に
は
韓
国
人
の
そ
れ
が
少
な
か
ら
ず
混
じ
っ
て
い
る
の
が
事
実

で
、
私
の
血
統
に
も
韓
国
人
の
血
が
流
れ
て
い
る
と
思
う
ほ
ど
で
す
。

い
わ
ば
両
国
は
兄
弟
国
と
い
え
る
わ
け
で
す
」
と
い
う
岸
信
介
首
相

の
発
言
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
以
降
、
日
韓
関
係
で
は
岸
信
介
を

筆
頭
と
す
る
「
親
韓
派
」
が
表
舞
台
に
登
場
し
、
朝
鮮
縁
故
者
は
歴

史
の
舞
台
か
ら
退
い
て
い
く
。
こ
の
転
換
が
い
か
に
起
き
た
の
か
、

い
ず
れ
朴
君
に
本
研
究
の
延
長
線
上
の
分
析
を
期
待
し
た
い
。

　

ま
た
、
岸
以
降
の
日
韓
関
係
の
転
換
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
論
文
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が
検
証
し
た
日
韓
の
植
民
地
認
識
の
溝
は
、
今
日
ま
で
消
え
た
わ
け

で
は
な
く
、
周
知
の
と
お
り
時
々
顔
を
出
し
て
は
日
韓
関
係
を
攪
乱

す
る
。
今
日
に
い
た
る
日
韓
関
係
の
全
般
的
な
展
開
や
構
造
の
下
で
、

本
研
究
が
解
き
明
か
し
た
日
本
の
植
民
地
認
識
は
ど
の
よ
う
に
変
遷

し
、
ま
た
日
韓
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
の
か
。
す

べ
て
の
研
究
者
に
と
っ
て
の
共
通
の
課
題
で
は
あ
る
が
、
本
研
究
を

ま
と
め
た
朴
君
に
は
ぜ
ひ
引
き
続
き
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
本
研
究
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
ま
た
そ
の

意
味
で
本
研
究
の
意
義
と
密
接
に
絡
む
課
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、

日
韓
関
係
を
取
り
巻
く
国
際
政
治
経
済
環
境
も
重
要
な
説
明
要
因
だ

ろ
う
。
本
研
究
は
、
第
一
義
的
に
は
緻
密
な
実
証
研
究
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
が
や
や
「
閉
じ
た
」
印
象
を
与
え
分
析
的
な
広
が
り
に
欠
け
る

の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
役
割
が
部
分
的
に
考
察
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ

以
外
の
国
際
環
境
要
因
が
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
無

関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
一
九
四
五
年
一
二
月

に
朝
鮮
米
軍
政
庁
に
よ
り
日
本
人
の
財
産
接
収
と
引
揚
げ
方
針
が
告

げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
月
に
は
、
モ
ス
ク
ワ
に
お
け
る
米
英
ソ

外
相
会
議
で
五
年
間
を
期
限
と
す
る
朝
鮮
半
島
の
信
託
統
治
構
想
の

合
意
が
成
立
し
て
い
る
。
信
託
統
治
が
予
定
さ
れ
る
朝
鮮
に
、
日
本

人
が
在
留
す
る
こ
と
は
あ
り
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
の
論
点
が

そ
の
こ
と
と
ど
の
よ
う
な
関
連
に
あ
る
の
か
は
、
分
析
に
広
が
り
と

さ
ら
な
る
深
み
を
与
え
る
重
要
な
問
題
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
問
題
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
述
の
と
お
り
本
論
文
の

分
析
の
独
創
性
お
よ
び
実
証
性
に
は
秀
出
た
も
の
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
審
査
員
一
同
は
、
本
学
位
請
求
論
文
が
先
駆
的
な
学
術
研

究
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
博
士
（
法
学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学

位
を
授
与
す
る
の
に
適
当
と
判
断
す
る
次
第
で
あ
る
。

二
〇
一
六
年
五
月
二
〇
日

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

添
谷　

芳
秀

　
　
　

法
学
研
究
科
委
員
Ph. 

D.　
　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

赤
木　

完
爾

　
　
　

法
学
研
究
科
委
員
・
法
学
博
士　
　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授　

小
此
木
政
夫

　

法

学

博

士　
　
　
　
　
　


